
徳
島
県
告
示
第
四
百
十
四
号

徳
島
県
立
東
部
防
災
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
九
号
）
附

則
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
徳
島
県
立
東
部
防
災
館

の
利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

施
設
の
利
用
料
金
の
額

そ
の
一

専
用
す
る
場
合

利

用

料

金

の

額

区

分

単

位

昼

間

夜

間

メ
イ
ン
コ
ー
ト
Ａ
及
び
メ
イ

生
徒
等

一
面
一
時
間

七
二
〇
円

九
〇
〇
円

ン
コ
ー
ト
Ｂ

そ
の
他
の
者

一
面
一
時
間

一
、
四
四
〇
円

一
、
七
四
〇
円

生
徒
等

一
時
間

八
五
〇
円

一
、
〇
五
〇
円

体
操
・
武
道
場

そ
の
他
の
者

一
時
間

一
、
七
〇
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

生
徒
等

一
時
間

一
、
二
〇
〇
円

一
、
四
五
〇
円

多
目
的
運
動
室

そ
の
他
の
者

一
時
間

二
、
四
〇
〇
円

二
、
九
〇
〇
円

生
徒
等

一
台
一
時
間

三
〇
〇
円

四
〇
〇
円

卓
球
室

そ
の
他
の
者

一
台
一
時
間

六
〇
〇
円

八
〇
〇
円

生
徒
等

一
時
間

一
、
二
五
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

ダ
ン
ス
ス
タ
ジ
オ

そ
の
他
の
者

一
時
間

二
、
五
〇
〇
円

三
、
〇
〇
〇
円

研
修
室
一
及
び
研
修
室
二

一
室
一
時
間

七
三
〇
円

八
五
〇
円

研
修
室
三

一
時
間

七
三
〇
円

八
五
〇
円

多
目
的
室
一

一
時
間

一
、
二
〇
〇
円

一
、
三
〇
〇
円

多
目
的
室
二

一
時
間

二
、
五
〇
〇
円

三
、
〇
〇
〇
円



調
理
室

一
時
間

一
、
七
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

そ
の
二

共
用
す
る
場
合

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

生
徒
等

一
人
一
時
間

三
〇
〇
円

多
目
的
運
動
室

そ
の
他
の
者

一
人
一
時
間

六
〇
〇
円

生
徒
等

一
人
一
日

一
五
〇
円

ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
場

そ
の
他
の
者

一
人
一
日

三
〇
〇
円

備
考１

「
生
徒
等
」
と
は
、
三
歳
以
上
十
八
歳
未
満
の
者
（
高
等
学
校
の
生
徒
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者

で
十
八
歳
以
上
の
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。

２

「
昼
間
」
と
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
を
、
「
夜
間
」
と
は
午
後
五
時
か
ら
午
後

十
時
ま
で
の
間
を
い
う
。

３

利
用
時
間
が
一
時
間
に
満
た
な
い
場
合
の
当
該
満
た
な
い
利
用
時
間
及
び
利
用
時
間
に
一
時
間

に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
時
間
と
し
て
計
算

す
る
。

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
の
額
は
、
そ
の
一
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
同
表
の
区
分
に
応
じ
た
利
用
料
金
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。一

メ
イ
ン
コ
ー
ト
Ａ
又
は
メ
イ
ン
コ
ー
ト
Ｂ
の
床
面
積
の
二
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合

二
分

の
一

二

メ
イ
ン
コ
ー
ト
Ａ
又
は
メ
イ
ン
コ
ー
ト
Ｂ
の
床
面
積
の
三
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合

三
分

の
一

５

そ
の
一
の
表
に
定
め
る
施
設
を
営
利
又
は
営
業
の
た
め
の
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的

で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
同
表
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
区
分

に
応
じ
た
利
用
料
金
の
額
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
利
用
料
金
の
額
に
五
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

二

用
具
の
利
用
料
金
の
額

区

分

単
位
（
一
回
に
つ
き
）

利

用

料

金

の

額

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
台

八
〇
〇
円



ス
ク
リ
ー
ン

一
台

四
〇
〇
円

ブ
ル
ー
ト
ゥ
ー
ス
ス
ピ
ー
カ
ー
大

一
台

一
、
〇
〇
〇
円

ブ
ル
ー
ト
ゥ
ー
ス
ス
ピ
ー
カ
ー
小

一
台

三
〇
〇
円

ブ
ル
ー
ト
ゥ
ー
ス
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
タ
ー
レ
シ
ー
バ

一
台

一
〇
〇
円

ーオ
ー
デ
ィ
オ
ミ
キ
サ
ー

一
台

二
〇
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク

一
本

一
〇
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
（
ヘ
ッ
ド
セ
ッ
ト
型
）

一
本

二
〇
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
ス
ピ
ー
カ
ー
セ
ッ
ト

一
式

三
〇
〇
円

ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
用
シ
ュ
ー
ズ

一
足

三
〇
〇
円

ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
用
防
具
セ
ッ
ト

一
式

一
〇
〇
円

ヨ
ガ
マ
ッ
ト

一
枚

一
〇
〇
円

ミ
シ
ン

一
台

二
〇
〇
円

そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
用
具

一
台
等

指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
額

備
考

「
一
回
」
と
は
、
一
の
表
の
備
考
第
二
項
に
規
定
す
る
昼
間
若
し
く
は
夜
間
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お

け
る
利
用
又
は
当
該
昼
間
か
ら
当
該
夜
間
ま
で
引
き
続
い
た
利
用
を
い
う
。

三

適
用

令
和
五
年
九
月
十
七
日
以
後
の
徳
島
県
立
東
部
防
災
館
の
利
用
に
係
る
利
用
料
金
に
つ
い
て
適
用
す

る
。


